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平成２５年７月２５日 

 

東京都教育委員会第１３回定例会 

〈議 題〉 

１ 議     案 

 第４８号及び第４９号議案 

 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例の立案依頼外１件について 

 第５０号議案 

 平成２６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書の採択に 

 ついて 

 第５１号議案、第５２号議案及び第５３号議案 

 平成２６年度使用都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書の採択について 

 

２ 報 告 事 項 

 （１）請願について 

 （２）東京都立高等学校入学者選抜制度（学力検査に基づく選抜）の改善の検討に 

   ついて 

 （３）学校におけるアレルギー疾患対策について 
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               委 員 長          木 村   孟 

               委  員          内 館 牧 子 

               委  員          竹 花   豊 

               委  員          乙 武 洋 匡 

               委  員          山 口   香 

               委  員          比留間 英 人 

 

     事務局（説明員）  教育長（再掲）       比留間 英 人 

               次長            直 原   裕 

               教育監           高 野 敬 三 

               総務部長          松 山 英 幸 

               都立学校教育部長      堤   雅 史 

               地域教育支援部長      秀 嶋 善 雄 

               指導部長          金 子 一 彦 

               人事部長          加 藤 裕 之 

               福利厚生部長        前 田   哲 

               教育政策担当部長      白 川   敦 

               教育改革推進担当部長    出 張 吉 訓 

               特別支援教育推進担当部長  廣 瀬 丈 久 

               人事企画担当部長      粉 川 貴 司 

        （書 記）  総務部教育政策課長     壹貫田 剛 史 
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開 会 ・ 点 呼 ・ 取 材 ・ 傍 聴 

 

【委員長】  ただいまから、平成25年第13回定例会を開会します。 

 まず、取材・傍聴関係でございます。取材関係は、ＭＸテレビほか４社、合計５社

からの申込みがございました。個人は、合計19名からの申込みがございます。許可し

てもよろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、入室をしていた

だきますが、その前にＭＸテレビが頭撮りを行いますので、よろしくお願いいたしま

す。２分です。 

 議事に入ります前に、私から一言申し上げます。前回７月11日に開催されました教

育委員会の定例会におきましては、議事を妨害する行為が行われ、当該行為を行った

者に対して、東京都教育委員会傍聴人規則第７条第１項に基づき、私から退場を命じ

ました。こうした事態が発生し、静ひつな環境での教育委員会の議論が妨げられたと

いうことは大変遺憾に思います。今後、こうした事態が起こらないよう、傍聴人規則

に違反する行為があり、一度注意を促しても、なお違反行為を行います場合には退場

を命じます。また、傍聴人規則に違反する行為により議事を妨害するようなことが生

じた場合には法的措置を取らせていただきますので、この点につきましてあらかじめ

申し上げておきます。 

 

会議録署名人 

 

【委員長】  本日の会議録署名人は、竹花委員にお願いします。 

 

前々回の会議録 

 

【委員長】  前々回６月27日開催の第11回定例会会議録については、先日お配りし

て御覧いただいたと存じますので、よろしければ御承認を賜りたいと存じますが、よ

ろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、第11回定例会の会議録
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については御承認いただきました。 

 前回７月11日開催の第12回定例会会議録が机上に配布されていますので、次回まで

に御覧いただき、次回の定例会で御承認をいただきたいと存じます。よろしくお願い

します。 

 

議     案 

 

第４８号及び第４９号議案 

東京都立学校設置条例の一部を改正する条例の立案依頼外１件について 

 

【委員長】  まず、第48号及び第49号議案、東京都立学校設置条例の一部を改正す

る条例の立案依頼外１件についてです。説明を、都立学校教育部長、お願いいたしま

す。 

【都立学校教育部長】  それでは、第48号及び第49号議案、東京都立学校設置条例

の一部を改正する条例の立案を依頼する議案及び東京都立学校設置条例施行規則の一

部を改正する規則を制定する議案について資料を基に御説明申し上げます。 

 まず、「１ 改正内容」でございます。 

 （１）条例におきましては、東京都特別支援教育推進計画に基づき、新たに設置を

いたします特別支援学校２校の名称及び位置を定めます。１校目は青山特別支援学

校、これは知的障害教育部門でございまして、港区南青山に設置いたします。２校

目、鹿本学園でございますが、肢体不自由教育部門、それから知的障害教育部門の併

置校でございまして、位置は江戸川区本一色でございます。 

 次に、（２）規則でございます。まず、表にございますが、足立特別支援学校に新

たに学科として職能開発科を設置いたします。それから、（１）の条例で説明いたし

ました青山特別支援学校及び鹿本学園につきまして、障害種別、課程、学科を定める

ものでございます。 

 ２ページを御覧ください。「２」にありますように、条例関係につきましては、都

議会に付議する時期といたしまして、平成25年第三回東京都議会定例会を予定してご
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ざいます。 

 次に、「３ 施行期日」でございますが、条例及び規則とも公布の日から施行をい

たします。 

 なお、議案文及び新旧対照表につきましては、つづりの裏側からとじてございま

す。 

 御説明は以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、何か御質

問、御意見はございますか。 

 職能開発科というのは、他の学校にもあるのですか。 

【都立学校教育部長】  初めて設置するものでございます。 

【委員長】  具体的には、どういうカリキュラムで授業をやるのですか。 

【都立学校教育部長】  対象といたしましては、これまでの職業コースは障害が軽

度の方を対象にしておりましたが、職能開発科では、それよりもやや重い軽度から中

度の方を対象といたしまして、主に定型的な業務を学んでいただけるようにと考えて

ございます。任された職務を正確に遂行できる能力を培いたいということでございま

して、オフィスでのパソコンのデータ入力ですとか清掃業務のようなものを予定して

ございます。 

【委員長】  分かりました。他に御質問はございませんか。よろしゅうございます

か。―〈異議なし〉―それでは、この件については、原案のとおり御承認い

ただきました。ありがとうございました。 

 

第５０号議案 

平成２６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期過程）用教科書の採択につ

いて 

第５１号議案、第５２号議案及び第５３号議案 

平成２６年度使用都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書の採択について 

 

【委員長】  次は、第50号議案、第51号議案、第52号議案及び第53号議案でありま
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す。 

 第50号議案、平成26年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科

書の採択について並びに第51号議案、第52号議案及び第53号議案、平成26年度使用都

立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書の採択について、説明を、指導部長、よ

ろしくお願いします。 

【指導部長】  本日は、第50号議案といたしまして、平成26年度使用都立中学校及

び都立中等教育学校（前期課程）用教科書の採択について、そして第51号議案から第

53号議案まで、平成26年度使用都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書の採択

について、御審議いただきます。 

 小学部、中学部、小学校、中学校の義務教育諸学校の教科書につきましては、教科

書無償措置法の規定によりまして、東京都教科用図書選定審議会の意見を聞いて採択

するということが定められております。２枚目を御覧ください。本年７月１日付けの

東京都教科用図書選定審議会の答申がございます。この記書きにありますように、別

添の資料「平成26年度使用教科書採択について」は、それぞれの学校において使用す

る教科書採択の資料として適切であるという答申をいただいております。本日の議案

は、この答申に基づきましてお諮りするものでございます。 

 なお、この「平成26年度使用教科書採択について」は、お手元に配布してございま

す。 

 それでは、説明資料の１枚目に戻っていただきまして、まず１番といたしまして、

第50号議案、平成26年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書

の採択についてでございます。これにつきましては、文部科学省検定済教科書でござ

いまして、これにつきましても無償措置法におきまして、採択替えのあった後４年間

は同じ教科書を使うという定めがございます。今年度は採択替えの年度ではございま

せんので、この10校の中高一貫教育校につきましては、平成25年度、今年度使用の教

科書と同一の教科書を採択するものでございます。 

 裏をめくっていただきまして、「２ 都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科

書の採択について」でございます。これについては、第51号議案から第53号議案まで

３つございます。（１）の文部科学省検定済教科書につきましては、今御説明いたし
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ましたとおり、今年度と同一の教科書を採択するというものでございます。 

 （２）の文部科学省著作教科書が第52号議案でございますが、この文部科学省著作

教科書と申しますのは、需要数が少ないために民間による発行が難しいということ

で、文部科学省が著作編集した教科書で、点字、聴覚障害、知的障害の３種類がござ

います。これにつきましては、文部科学省の教科書目録に掲載されましたもの全てを

採択するものでございます。 

 （３）の学校教育法附則第９条の規定による教科書、いわゆる一般図書が第53号議

案でございます。これにつきましても、教科用図書選定審議会から一般図書につきま

しては使用するのに適切であるという答申をいただいておりますので、この図書一覧

に掲載されたもの全てを採択するものでございます。 

 議案といたしまして、右とじの議案をお付けしてございます。使用する具体的な教

科書につきましては、第50号議案につきましては、１ページめくっていただきますと

中高一貫教育校の教科書が示してございます。 

 次に、第51号議案につきましても、１枚めくっていただきまして９ページ以降に小

学部、中学部それぞれの教科書を一覧で示してございます。 

 第52号議案、著作教科書についてでございます。これにつきましては、先ほど申し

上げました点字版、聴覚障害者用、知的障害者用の３種類の教科書をそれぞれ掲載し

てございます。 

 最後に、第53号議案でございますが、一般図書につきましては障害により使用する

絵本などにつきまして一覧でまとめてございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、各議案について御審議をお願い

します。事務局から説明がありましたように、一般図書以外の教科書は４年間同一の

教科書を使用するということになっておりますので、今回平成26年度使用教科書につ

いては、平成25年度使用教科書と同一の教科書を採択するということになります。審

議会から適切であると答申を得た別添資料「平成26年度使用教科書採択について」に

おいても、一般図書以外の教科書は平成25年度使用教科書と同一の教科書を採択案と

するとしております。 
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 それでは、一つずつ参りますが、第50号議案、平成26年度使用都立中学校及び都立

中等教育学校（前期課程）用教科書の採択についてであります。本件は、教科書の具

体的な名前については通しページの３ページから４ページに記載されておりますの

で、御覧いただきたいと存じます。いかがでございましょうか。昨年と同様の教科書

を採択するという案を審議会からいただいておりますが、特に御意見はございません

か。―〈異議なし〉―それでは、この件については、原案のとおり御承認い

ただきました。 

 次に、第51号議案、平成26年度使用都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書

の採択についてであります。本件は文部科学省検定教科書に係る採択でありまして、

教科書の具体的な名前については９ページ以降に記載がしてございます。このような

ことでよろしゅうございましょうか。―〈異議なし〉―それでは、本件につ

きましても原案のとおり御承認いただきました。 

 次に、第52号議案、平成26年度使用都立特別支援学校の小学部及び中学部用教科書

の採択についてであります。本件も文部科学省著作教科書に係る採択であります。具

体的な教科書については15ページから21ページに一覧表が出ておりますので、御覧い

ただきたいと思います。何か御質問、御意見はございますか。このとおりでよろしゅ

うございますか。―〈異議なし〉―それでは、この件につきましても、原案

のとおり御承認いただきました。 

 最後でありますが、第53号議案、平成26年度使用都立特別支援学校の小学部及び中

学部用教科書の採択についてであります。本件は学校教育法附則第９条の規定による

教科書、いわゆる一般図書に係る採択ということになります。具体的には、議案の25

ページから54ページに一覧表にまとめてございます。これについては何か御意見はご

ざいますか。よろしゅうございましょうか。―〈異議なし〉―それでは、こ

の件につきましても原案のとおり御承認いただきました。ありがとうございました。 

 

報     告 

 

（２）東京都立高等学校入学者選抜制度（学力検査に基づく選抜）の改善の検討につ
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いて 

 

【委員長】  それでは、報告についてでありますが、順番を入れかえて、最初に東

京都立高等学校入学者選抜制度（学力検査に基づく選抜）の改善の検討について、報

告を承ることにいたします。都立学校教育部長、よろしくお願いします。 

【都立学校教育部長】  それでは、御報告を申し上げます。東京都立高等学校入学

者選抜制度の改善の検討についてでございます。 

 資料の左上、１を御覧いただきたいと思います。現行の選抜制度の概要でございま

す。大きく推薦に基づく選抜と学力検査に基づく選抜がございまして、今回、学力検

査に基づく選抜の改善の検討に着手するのに当たりまして、改善の方向性を御報告さ

せていただきます。 

 現行の学力検査に基づく選抜でございますが、左にございますとおり、第一次募

集、欠員発生時に行う第二次募集、それからこれと同時期にあらかじめ募集人員を分

けております分割前期募集、分割後期募集という形で実施してございます。 

 その右の上が選抜の基本及び原則でございます。まず、単独選抜の実施をしており

ます。それから、平成15年度に学区制度を廃止いたしまして、全都募集を行っており

ます。また、学力検査と調査書を合わせて合格者を決定することを基本といたしてお

ります。学力検査につきましては、５教科の共通問題を基本としております。また、

普通科におきましては、原則男女別定員制を採っているところでございます。そのよ

うな原則の下で、これまでは特色化の推進のために学校に委ねていた部分がございま

した。 

 それが具体的にはその下でございます。内容といたしまして、検査の教科数でござ

いますが、３教科から５教科の範囲で学校が設定する。それから、学力検査と調査書

の比率につきましても、学力検査７対調査書３から、学力検査４対調査書６の範囲で

学校が設定する。あと、面接、小論文・作文、実技検査の実施。それから、傾斜配点

でございますけれども、例えば英語の配分を２倍にするなど、学校が指定する特定の

教科を重視した配点ができる。特別選考につきましては、全体の募集人員の１割につ

きまして、学力検査のみで合格者を決定するなど各学校が独自の合格基準を設定でき
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る。男女別定員制につきましても、募集人員の１割につきましては、男女合同にいた

しまして総合成績順に合格者を決定できる制度を採ってまいりました。 

 この結果、その下の左でございますけれども、このような教科ですとか配点、独自

の検査の方法などを組み合わせて実施することになっておりまして、右にございます

とおり、制度が複雑化しているのではないかという意見が出てございます。 

 具体的に有識者、関係者等の意見でございますが、大きな２のボックスにございま

す。例えば学識経験者の方からは、今の制度では受検者の学力そのものを見るウエー

トが狭まってきているのではないか。それから、大事なことでございますが、子供の

ための選抜であるというのが本来の考え方なのではないかということでございます。

また、保護者の方からも、分かりやすい選抜制度にしてほしいという御意見を頂戴し

ております。中学校からは、教育活動の特色で受検する高校を中学生は選んでいるの

だというような御意見、逆に高校からは、このような組合せを実施することによりま

して、受検者に対するメッセージを発信できているのではないかという意見もござい

ます。なお、実際に都立高校を受検した生徒等の意見につきましては、次回の御報告

の際にお示しをいたしたいと思ってございます。 

 次に、右側を御覧いただきまして、「３ 現行選抜制度における課題」でございま

す。まず、中学校教育と高等学校教育の接続という面でございますが、一番上の丸に

ございますとおり、具体的には二つ目から四つ目の丸に中身がございますが、入学者

選抜というのは中学校教育と高等学校教育を接続する役割を担っていると考えてござ

いまして、そういう考え方のもとでは、右にございますが、現行の学力検査に基づく

選抜が高等学校で求める中学校で身に付けるべき学力を見る選抜制度になっているか

ということを改めて検証する必要があると考えてございます。 

 二つ目ですが、先ほど御説明いたしました現在の選抜制度は、平成９年に策定をい

たしました都立高校の個性化・特色化を理念とする改革推進計画に基づいて制度が作

られております。しかし、現在は、平成24年２月に生徒を「真に社会人として自立し

た人間に育成する」ことを目的とした新たな推進計画を策定して推進しているところ

でございます。そのため、現在の計画に基づいて学力の定着と伸長を図るために、選

抜制度を改善する必要があるのではないかと考えてございます。 
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 三つ目でございますが、先ほど現状を御説明したとおり、複雑化した選抜制度にな

ってございます結果、合否が本当に受検者の学力によるものかが分かりづらくなって

いるのではないかと考えております。受検者が中学校の３年間で培ってきた学力によ

りまして入学者選抜が実施されますように、現行の複雑化した選抜制度を改善する必

要があるのではないかと考えてございます。 

 このような課題に基づきまして、「４ 改善の視点」でございますが、現在の選抜

方法ですとか選抜尺度などが、高校入学までに中学校で身に付けるべき力を的確に問

えているかということを検証して、必要な見直しを図りたいと考えてございます。ま

た、学校の設置目的に応じまして適切な選抜方法や選抜尺度となるように改善を図り

たいと考えてございます。さらに、これまで各都立高校に委ねていた具体的な選抜方

法につきまして、課程や学科等に基づきまして共通化・簡素化を図りまして、受検生

にとって分かりやすい制度にしたいと考えてございます。 

 検討のスケジュールでございますが、有識者、保護者代表等を委員といたします入

学者選抜制度検討委員会の中で、４の視点を含めた検討を進めてまいりまして、年内

に成案をまとめたいと考えてございます。具体的には、平成27年度の入学者選抜から

の実施を目指しております。 

 御報告は以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質問、御意

見はございますか。 

 一番最後におっしゃった４の課程や学科等に基づき共通化・簡素化を図る案も出し

てもらうということですね。 

【都立学校教育部長】  どこまで共通化・簡素化ができるかどうかを具体的に検討

してまいりまして、また御報告をさせていただきたいと思っております。 

【委員長】  分かりました。 

 他に御意見はございませんか。 

【内館委員】  別紙の有識者、保護者代表は、どういった観点から選ばれた人たち

なのでしょうか。 

【入学選抜担当課長】  外部の検討委員の選出でございますが、有識者につきまし
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ては都立高校の入学者選抜制度につきまして識見がある方ということで選ばせていた

だきました。また、保護者は、それぞれ高等学校、中学校のＰＴＡの代表の方から選

ばせていただきました。また、区市教育委員会は、それぞれ区市の教育委員会の指導

室課長から推薦いただきまして選ばせていただきました。また、中学校、高等学校に

つきましては、それぞれ中学校長会、高等学校長会からの推薦で選出させていただき

ました。 

 以上でございます。 

【内館委員】  分かりました。 

【委員長】  これは座長のような方はいらっしゃるのですか。 

【都立学校教育部長】  検討委員会につきましては、資料の５にございますとお

り、委員長は我々の教育監でございます。 

【委員長】  他に御質問はございますか。 

【竹花委員】  一つ質問ですけれども、推薦選抜の男女別の比率はどのように定め

ていましたか。 

【入学選抜担当課長】  推薦選抜につきましては、男女別定員のある学校につきま

しては、その比率に合わせて募集を行ってございます。 

【竹花委員】  どこの高校も原則男女別の定員制を採っているわけでしょう。 

【入学選抜担当課長】  はい。 

【竹花委員】  その割合を同じように推薦選抜でも適用している高校が多いという

ことですか。 

【入学選抜担当課長】  中学校第３学年の男女比に基づきまして男女別の定員制を

定めておりまして、それに合わせて推薦選抜におきましても男女別の募集人員を定め

てございます。 

【竹花委員】  学力検査であるにもかかわらず、男女別の定員制を原則としてきた

理由は何なのですか。 

【入学選抜担当課長】  新制高校設立のところまで遡りまして、男女共学を推進す

るという視点に立ちまして男女別定員制が始まったと記録には残ってございます。 

【竹花委員】  この問題は、高等学校教育を進める上でどうしていくのかという問
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題もあるでしょうけれども、男女別の定員制を取り外したとしても、ここの高校は男

子だけ、ここの高校は女子だけということには絶対ならないと思いますし、そういう

点も含めて、その原則が正しいのかどうかを含めて御検討をお願いいたしたいと存じ

ます。 

 もう一つは、全都募集ということで進めているのですけれども、今でなくてよろし

いですので、やはり選ぶ側とすれば近いところとなるのではないかと僕は思うのです

けれども、相当遠いところにも行っている生徒が結構いるものなのかどうか。学区制

度を廃止したことで大きな変化が生じているのかどうか、その点についても次回に教

えていただければと存じます。 

【都立学校教育部長】  承知いたしました。 

【竹花委員】  その他の点については、ここに書かれている課題を十分認識しなが

ら広く議論していただきたいと思うのですけれども、先ほど少し質問もあったことに

関連して、中学校の先生や高等学校の先生も広く意見を言えるような機会、保護者の

方々もそうですが、そうした機会を作ることを工夫してほしいと思います。今はいろ

いろそうした工夫をしていると思います。法律を策定する過程でも、条例を策定する

過程でも、公に案を示して意見を求めるということもございます。この問題は多くの

人たちの将来に関わる問題でありますので、有識者会議の進め方を含めて幅広い意見

が取り入れられるような仕組みをしっかりと築いた上で議論していただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【委員長】  よろしくお願いします。他によろしいですか。それでは、この件につ

いては報告として承ったことにいたしますが、幾つかの質問、疑問が出されましたの

で、宿題として受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（３）学校におけるアレルギー疾患対策について 

 

【委員長】  次の報告事項です。報告事項（３）学校におけるアレルギー疾患対策

について、説明を、地域教育支援部長、よろしくお願いします。 

【地域教育支援部長】  よろしくお願いいたします。学校におけるアレルギー疾患
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対策について御説明申し上げます。 

 報告資料は、クリップで留めております「学校におけるアレルギー疾患対策につい

て」を使いまして御説明申し上げます。 

 まず、一番上の段でございますけれども、学校におけるアレルギー疾患対策につき

ましては、文部科学省が監修いたしました「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」を基本としております。大きく分けまして、一番上の段の左側です

が、日頃からの予防体制と、誤ってアレルギーの原因物質を食べた場合の緊急対応が

重要ではございますが、具体的には事前の準備といたしまして、こちらに掲げてあり

ますような「生活管理指導表」の提出を受けまして、児童・生徒の症状を把握し、さ

らに保護者などとの面談により対応内容を決定してまいります。そして、現場では、

給食や校外学習等での対応が必要となってきます。万が一、アナフィラキシー症状を

起こした場合につきましては、応急処置ですとか救急車を要請するということを行う

ことになります。 

 しかしながら、資料上段の右側にございますように、対応上の課題といたしまし

て、ガイドラインが総論的・理念的でございまして、校内体制の標準的なモデルが示

されていないため、各校で具現化しにくく、また、緊急時対応が簡潔に示されていな

いため、実用性に欠けるという指摘もございます。そのため、予防体制と緊急時対応

につきまして、庁内の検討会で検討いたしまして、ガイドラインを補完できる具体策

を示しまして、地教委、学校の取組を支援してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 真ん中の段でございますけれども、都教育委員会における新たな検討結果というこ

とで、まず、予防体制の確保の点でございますが、児童・生徒の正確なアレルギー状

況の把握につきまして、「生活管理指導表」の適正化を医師会に働き掛けてまいりま

す。「生活管理指導表」は、保護者の依頼によりまして主治医が作成するものでござ

いますが、これまで曖昧な記載がございまして、学校での対応が複雑化する場合があ

るとの指摘がございました。このため、医師会に対しまして医師の「生活管理指導

表」の適正な記載と学校現場における正確な医療情報の指導について働き掛けを行っ

たところでございます。 
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 校内体制の確保、教職員間の役割の明確化につきましては、食物アレルギー対応委

員会の設置など、学校が人員や設備なども考慮に入れた体制を確保していきたいと考

えております。 

 ２枚目をお開きいただきたいと思います。「学校における緊急時（アナフィラキシ

ー発症時）の対応について」と題名を記載した資料ですが、左側が平時からの備えと

いたしまして全教職員に徹底する事項でございます。食物アレルギー対応委員会を設

置いたしまして、こちらに記載されておりますように、普段からエピペンの保管場所

の確認ですとか、定期的な校内研修、例えばエピペントレーナーの実習ですとか、そ

のような訓練の実施を行います。これがエピペントレーナーの現物でございます。こ

のようなものを使いまして、実際に教職員の方が日常的に触れていただいて訓練を行

うことが重要なのではないかと考えています。 

 エピペンとは、アナフィラキシー症状が起きた際に打って症状を一時的に軽減させ

るアドレナリン自己注射薬の商品名でございます。 

 また、教職員の役割を明確化する目的から、教職員の標準的な役割を明示する観点

で、ページをめくって３枚目をおめくりいただきたいと思います。こちらは「学校給

食における食物アレルギー対応役割分担表」でございますけれども、左側は国が監修

いたしましたガイドラインの中で示されております対応のフローチャートでございま

す。こちらは実際に国のガイドラインで示されているものでございまして、対応の流

れは分かるわけでございますが、役割分担、例えば保護者の方、担任の先生の個々人

の役割分担が必ずしも明確ではないということで、私どもで右側に対応の流れに沿い

まして、例えば対応申請の確認ということ、個別面談、流れは一緒なのですが、その

中で保護者の方、教職員の方々の標準的な役割を例示いたしました。ただ、こちらは

右側に小さく※印で書いておりますが、実際に自校調理方式で栄養教諭、学校栄養職

員が配置されているという標準的なパターンを想定した一例でございまして、実際は

様々な教職員の配置ですとか、設備条件といったものによって異なるわけでございま

す。 

 そこで、この標準的な役割分担を基に、各学校でアレルギーの児童生徒ですとか学

校の状況を基に、最良の体制を検討していただきまして、教職員の体制を明確にして
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いただきたいと考えておるところでございます。 

 また１枚目に戻らせていただきたいと思います。今、真ん中の段の予防体制につい

て説明しておりましたが、その３つ目「職種、役割毎の研修の充実」につきまして

は、養護教諭やエピペンを持つ児童・生徒の学級担任に対する従来から実施しており

ます研修に加えまして、学校栄養職員の役割にも留意した栄養士を対象とする研修を

実施いたしまして、予防体制の充実を図ってまいります。 

 次に、緊急対応の確立でございます。「緊急時の役割分担の明確化」「日頃から緊

急時対応シミュレーションを実施」につきましては、右側に「緊急時対応フローチャ

ートの作成」「リーフレットの作成による周知」とございますが、具体的には、２枚

目をおめくりいただきたいと思います。先ほど左側の上半分を説明させていただきま

したが、左下の緊急時における教職員の役割分担を明確化いたしまして、あらかじめ

シミュレーションをしておきます。 

 右側に具体の緊急時対応のフローチャートがございますので、こちらを御覧いただ

きたいと思います。右側に「発見者」とありますが、まず、緊急時に大声を出して人

を呼ぶですとか、子供に呼びに行かせるということで、必要な教職員を集めるという

ことが重要でございます。 

 左下のポイントにも書いてございますが、管理職がリーダーとなりまして、短時間

で対応できるよう、まず複数人数で分担する、緊急性が高いアレルギー症状について

は５分以内に判断をし、緊急性がある場合については直ちにエピペンを使用する、そ

して、119番通報を行うことが必要であるということでございます。これが緊急時の

対応でございます。 

 また１枚目に戻ります。１枚目の資料の中の「研修を通じての実践対応力の醸成」

についてでございますが、こちらにつきましては養護教諭やエピペンを持つ児童・生

徒の学級担任に対しまして、実技研修を行っていくものでございます。こうした教育

庁の取組につきましては、中段の右側にございますけれども、６月21日、東京都のア

レルギー疾患対策全般を検討しております福祉保健局で行っている東京都アレルギー

疾患対策検討委員会にも報告して了承されたところでございます。また、都の検討結

果につきましては、先日発表されました調布市の事故再発防止委員会の報告の内容と
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も整合性をとって進めておるところでございます。 

 さらに、今後でございますけれども、２学期以降、各学校での取組が開始されるわ

けでございますけれども、秋には実施状況について調査を行っていきたいと考えてお

ります。 

 一番下の段で、これまでの経過と今後のスケジュールということでございますけれ

ども、教育庁内の検討会につきましては、５月に２回開催いたしまして、この結果に

ついて６月に東京都アレルギー疾患対策検討委員会に報告をしたところでございま

す。先ほど申し上げましたように、調布市の事故再発防止検討委員会の報告につきま

しては、先日新聞でも報道されましたが、７月23日に公表されたところでございま

す。 

 本日、教育委員会に報告いたしておりますけれども、本日午後、メディアにも説明

し、後日、区市町村教育委員会への説明も予定しておるところでございまして、そう

いった中で２学期以降の各校での取組が開始できるようにしていきたいと考えており

ます。 

 医師会につきましても、医師による「生活管理指導表」の適正な記載と学校現場に

対する正確な医療情報の指導につきまして依頼したところでございます。また、教職

員に対します研修については、この検討を行う前から一刻も早くということでもう既

に始めておるわけでございますが、これからも順次進めてまいりまして徹底してまい

りたいと考えております。 

 参考資料といたしまして、その後に添付しております「食物アレルギー緊急時対応

マニュアル」は、昨日、福祉保健局が発表したものでございますけれども、こちらと

「学校における緊急時（アナフィラキシー発症時）の対応～ガイドライン補足～」と

「緊急時対応カード」を付けさせていただいております。こちらは区市町村教育委員

会に配布して説明していきたいと考えておりますので、また後ほど御覧いただきたい

と思います。 

 説明は以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質問、御意

見はございますか。 
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【乙武委員】  何点かあるのですが、一つは、エピペンというのはアドレナリン自

己注射薬とあるのですが、これを使用するのは医療行為には当たらないという判断で

よろしいのでしょうか。 

【地域教育支援部長】  こちらについては、医師法第17条の違反にならないという

ことで、その辺は文部科学省と厚生労働省の中できちんと協議されておりまして、そ

の旨、通知をいただいております。 

【乙武委員】  ２点目ですが、２枚目にいただいた資料の右側「緊急時対応のフロ

ーチャート」があるのですが、真ん中より少し下の一番右「教職員Ｂ班『連絡』」で

す。一つ目の星印に「救急車を要請する」というのがありまして、更にその下に「管

理職を呼ぶ」とあるのですが、この流れで言うと、救急車は管理職の判断を待たずし

て現場の教員が呼んで良いという解釈でよろしいでしょうか。 

【健康教育担当課長】  補足をさせていただきます。基本的には、右側に症状が幾

つか出ておりますので、その段階で一刻を争う事態ですので、エピペンの注射ととも

に、現場の判断で救急車を呼んでいただく。そのために、事前にこういう形で手順を

示させていただいている状況でございます。 

【乙武委員】  現場にいた経験から言いますと、管理職の判断を仰がずに現場の教

員が救急車を要請するというのはかなり勇気の要ることではあるのですね。だからこ

そ、こういうのは緊急な事態なので、現場の教職員が救急車を呼んでいいのだという

ことは、かなり強調して伝えた方が現場の迷いは生じずに済むかなと感じました。 

 ３点目ですけれども、実際に私が担任していたクラスにもアレルギーのあるお子さ

んがいて、もちろん重い症状が出てしまうお子さんもいれば、軽度のお子さんもい

て、体調によって出る日と出ない日があるというような曖昧なケースも結構ありまし

て、今日は体調がいいから食べてみたいということを本人が申し出て、電話でお母様

に確認をしたところ、「では、食べさせてみてください」ということで食べさせてみ

たら、やはり午後になってぶつぶつが出てきてしまったという経験があったのです。 

 ですので、事前の「生活管理指導表」の辺りで、本人が食べたいと言ったときに、

どうすればいいですかというような確認の事項も盛り込んでおいた方が現場の教員は

戸惑わずに済むかなということを感じました。 
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 以上です。 

【委員長】  その辺、よろしくお願いします。 

【地域教育支援部長】  分かりました。 

【内館委員】  ２点あるのです。このエピペンというのは私も全く知らなくて、御

存じでない方が結構多いのではないかと思うのですけれども、これを読んでいると、

これはアレルギーの症状を持っている子供が個々人で常に持っているわけですか。 

【地域教育支援部長】  これは個人でお持ちで、これを持って登校されています。 

【内館委員】  子供の具合が悪くなったら、子供が自分で打つようにしているわけ

ですか。 

【地域教育支援部長】  原則、医師の指導を受け、本人が打ちますが、症状によっ

て子供が打てないときは担任の先生が打つこともあります。ですので、担任の先生が

打てるように普段から練習しておいてくださいということです。 

【内館委員】  エピペンの取扱いについては今までもずっとやってきたことだった

わけですね。 

【地域教育支援部長】  先ほど乙武委員からも出ましたけれども、エピペンを打つ

行為が医師法第17条に該当するか否かという通知自体が出ましたのもごく最近でござ

いまして、平成21年に通知が出ています。これはガイドラインが平成20年に出まし

て、そういう面でエピペンは比較的新しい薬ではございますけれども、出たのも比較

的最近です。最近、これを持って登校されている子供も右肩上がりで非常に増えてお

る状況でございます。 

【内館委員】  そうですか。 

 では、もう一つですけれども、小さい版のマニュアルがあります。そこの１ページ

目で「15分後に症状の改善が見られない場合、次のエピペンを使用する」とあるので

すが、これは１本目でだめだったら、もう１本打つという意味ですか。 

【地域教育支援部長】  ２本以上ある場合については２本目を打つということで、

こちらはアレルギーの専門家も交えた委員会の中で、このような形で出ておりますの

で、２本ある場合はということでございます。とにかく早く救急車を呼んで、病院に

搬送するまでの応急のものでございます。 
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【内館委員】  15分たっても効かなかったら、医師法違反にならないから、もう１

本打つことができるということですか。 

【地域教育支援部長】  そういうことです。 

【内館委員】  それは大丈夫なのですね。何となく、大丈夫なのかなと思ってしま

うのです。 

【竹花委員】  内館委員の疑問と同じ疑問があるのですけれども、僕もよく知りま

せんが、このエピペンというのはどういう効果があるのですか。どういう症状で生じ

たものを、どう改善するものなのですか。さらに、副作用はありますか。というの

は、そういう確信を持っていないと、幾ら医師法違反ではないと言われても、打つ先

生は戸惑うのだろうと思うのです。ですから、ここで全体的に欠けているのは、エピ

ペンというものの使用について、エピペンの効能と副作用についてきちんと書かれて

いないところが少し僕は不十分な点だと思います。 

【歯科保健担当課長】  今、御質問のありましたエピペンの反応ですけれども、例

えば誤って打った場合でも、アドレナリンですので、血圧が上がるということによっ

て少しのぼせたりということはあるのですけれども、今までお子さんの場合にそのよ

うなことは特に報告がありません。ですので、先ほどから申し上げておりますよう

に、症状がどんどん進行してしまいますので、まずエピペンを打ってくださいという

ことを強調しております。 

【竹花委員】  もちろん、対応はそれでよろしいのかと思いますけれども、最近は

テレビでも「総合診療医ドクターＧ」とか、いろいろな形で多くの方々が病気に関心

を持っておられます。どうしてなのかが分からないと、なかなかきちんとした対応が

しにくいということがあると思います。そもそもこの注射をすることによって、こう

いうアレルギー症状はなぜ改善されるのですか。 

【学校健康推進課長】  エピペン自体はアレルギーの原因といいますか、大本自体

を治すというものではなく、あくまでもアナフィラキシーショック、重度のアレルギ

ーによってショック状態に陥ったものに対する対症療法、血圧が下がったのを上げる

とか、あくまでも対症療法としての薬という位置付けでございます。 

【竹花委員】  そのショックというのは、どういうショックなのですか。 
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【学校健康推進課長】  医学的な話になりますと、アレルギーにより、アナフィラ

キシーショックという状態になると、血管が開いて、血圧が低下してしまう。血圧が

低下しますと、御存じのように、主要臓器に血流が行かないという様々な臓器障害が

起きてきますから、あくまでも対症療法、一時的に血圧を上げる、心臓に対する直接

作用であったり、血管を少し引き締めることによって血圧を上げるような作用がござ

います。 

【竹花委員】  それはどのようなアレルギーの原因だろうと同じように血圧が低下

するという症状として現れるわけですか。 

【学校健康推進課長】  そうです。 

【竹花委員】  もしそうであれば、それをしっかりと書いた上で、このエピペンと

いうものを注射することによって、血管を少し収縮させるわけですか。そのようなこ

とをきちんと医学的に正しく書いたものをどこかに載せておきませんと、先生は確信

を持てないのではないかと思いますので、その点をよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 それから、こういう食物アレルギーの方々が最近非常に増えているのだと聞くので

すけれども、現状、あるいは過去と比べて、これがどうかということについては何か

資料がありますでしょうか。 

【地域教育支援部長】  今手元にありますのは、都内の区市町村立の学校で「生活

管理指導表」提出者の中の食物アレルギーの人数を見た場合でございますけれども、

直近の平成25年度のデータで１万4,330人ということで、１年前が１万197人、その前

の年が8,795人ということで、やはりここ数年、右肩上がりで相当上がっておりま

す。 

【竹花委員】  今、１万4,000人ですか。 

【地域教育支援部長】  １万4,000人です。 

【竹花委員】  それは小・中・高合わせてですか。 

【地域教育支援部長】  幼・小・中と特別支援でございます。 

【竹花委員】  １万4,000人というのは何パーセントぐらいになりますか。 

【地域教育支援部長】  幼稚園ですと４パーセント、小学生で２パーセント、中学
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生で0.7パーセントということです。 

【竹花委員】  そうすると、２パーセントですから、小学生ですと１クラスに１人

いるかいないかという感じでしょうか。 

【地域教育支援部長】  はい。ただ、年齢が上がるにつれましてアレルギー症状は

だんだん治まってくるという傾向がございます。年齢が低いほど症状が出やすいた

め、幼稚園が高くて、小学校、中学校と割合が低くなります。 

【竹花委員】  この間の調布市での事故は小学校でしたか。 

【地域教育支援部長】  小学校です。 

【竹花委員】  そうすると、小学校の教員の先生たちにとってはかなり重要な知識

ですね。 

【地域教育支援部長】  そうなると思います。 

【竹花委員】  分かりました。ありがとうございます。 

【委員長】  このエピペンというのは外国から入ってきたのですね。 

【地域教育支援部長】  そうです。 

【委員長】  外国ではかなり昔から、私の友人などもアナフィラキシーの人間がい

て、エピペンを20年ぐらい前から持って歩いていました。それが日本へ入ってきたと

いうことではないかと思います。エピペンとは言いませんけれども、インジェクショ

ン、アドレナリンの注射です。 

【山口委員】  もうされているとは思うのですけれども、こういった緊急の対応と

いうときに、他の生徒たちをどのように指導するというか、どういう措置をするか。

緊急対応が行われているときに、そこで子供たちがその状況をつぶさに見ているとい

うのも、心理的にも余りよくないと私は思います。また、先生たちは、そこにかかり

っきりにならなければいけないということもありますので、そういったこともマニュ

アルに、もう掲載されているとは思うのですけれども、掲載しておく必要があるかと

思います。 

 もう一つは、アレルギー疾患を持っていない子供たちにも、こういうことがあった

り、こういう症状が起きたりすることを知識として教えておくと、先生が気付かない

ときでも、そういう症状がお隣の子に起きていたときに「先生、ちょっと」というふ
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うに声を掛けられるようになるなど、症状が軽いうちに対処できるかもしれないの

で、もうされているとは思うのですけれども、その辺りのことについてもよろしくお

願いします。 

【内館委員】  今、山口委員がおっしゃったことは全くそのとおりだと思います。

教室でこういうことがあったら、他の子供はさっと外に出すみたいなことがどこかに

明記されていてもいいのではないか。例えば犬がほえるようなせきをしてみたり、お

う吐や尿や便を漏らすみたいなことがあったときに、それがきっかけになっていじめ

などにつながったりするとすごく困るので、そういうことが書かれていてもいいので

はないかという気がしました。 

 もう一つ、エピペンにこだわるようなのですけれども、２本以上ある場合に２本打

つというのですけれども、２本以上あるというのは、子供が２本以上持っているとい

う意味ですか、それともその学校、そこの場所に備えられているという意味ですか。 

【学校健康推進課長】  先ほど部長が申しましたように、これは医薬品ですので、

基本的に医者が患者に処方するものになります。したがいまして、２本持っていると

いうことは２本処方されているということです。実際に専門の先生などは、今、委員

がおっしゃったような必要性ということを加味して２本若しくは３本処方していま

す。その２本をどのように保管しているかと申しますと、例えば子供がランドセルに

２本持ってくる場合もあれば、１本は学校に預けておくというように、やり方はいろ

いろあるという形です。 

【内館委員】  分かりました。 

【委員長】  いずれにしても、新しく導入されたシステムで、使い方を間違える

と、私自身もアレルギー体質なので非常に怖いという気がします。くれぐれも遺漏の

ないようなシステム作りを心掛けていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

  （１）請願について 

 

【委員長】  次は（１）請願についてです。それでは、説明を、指導部長、よろし
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くお願いします。 

【指導部長】  ６月27日開催の第11回定例会で議決されました平成26年度使用都立

高等学校（都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部を含む。）用

教科書についての見解に対する都教育委員会への請願につきまして報告をいたしま

す。 

 昨日７月24日の時点で２つの団体から提出されてございます。一つは、都教委の高

校教科書採択妨害を許さない実行委員会、もう一つは、都立高校のいまを考える全都

連絡会の二つでございます。 

 請願事項でございますが、この二つの団体に共通する趣旨が（１）と（２）でござ

いまして、教科書の採択においては、現場の教員の意見が最大限、尊重されるべきで

あるといたしまして、（１）2013年６月27日に議決した「平成26年度使用都立高等学

校用教科書についての見解」を撤回すること。（２）といたしまして、東京都教育委

員会並びに教育委員各位は、当該議決の誤りを認め、都民並びに関係者に謝罪するこ

と。また、（３）は上の都立高校のいまを考える全都連絡会からの請願事項でござい

ますが、この請願につきまして、直近の教育委員会において協議し、東京都教育委員

会及び教育委員各位の見解を文書で示すことといった請願の事項でございます。 

 請願の理由でございますけれども、３点ございまして、一つは、教育委員会という

教育行政機関が自らの考え方と異なるからとして、特定教科書を排除することは検定

制度の趣旨に反するものである。行政機関の考え方と異なる考え方を子供に触れさせ

ないようにするということは、学習権の侵害であるということ。（２）といたしまし

て、扶桑社などの教科書採択の際に、都教育委員会は検定に合格した教科書は全て採

択の対象になると説明してきた。今回の見解は、従来の都教育委員会の考え方と異な

るものであるということ。３点目といたしまして、実教出版の教科書は検定に合格

し、合法的に教科書として出版されている。この採択を排除する法的根拠は存在しな

い。これは出版・言論の自由の侵害であるという３点でございます。 

 この請願につきましての回答でございます。１枚をおめくりいただきまして、読み

上げさせていただきます。 

 都立学校の教科書の採択権は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第
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６号の規定により東京都教育委員会にあります。 

 都教育委員会は、各都立学校において、最も適切な教科書が使用されるようにしな

ければならない責任を有しており、教科書の採択は、採択権者である都教育委員会

が、その責任と権限において、適正かつ公正に行う必要があります。 

 平成24年１月16日の最高裁判決において、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた

校長の職務命令は合憲と認められており、実教出版株式会社の「高校日本史Ａ」及び

「高校日本史Ｂ」にある「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」との記述

は、国旗掲揚・国歌斉唱は、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であるとする都

教育委員会の考え方と異なるものであり、都立高等学校で使用する教科書としては適

切ではないと考えます。 

 こうしたことから、平成25年６月27日、採択権者である都教育委員会は、委員総意

の下、「平成26年度使用都立高等学校（都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支

援学校の高等部を含む。）用教科書についての見解」を議決したものです。 

 回答は以上でございます。 

 資料の３枚目でございますけれども、参考資料といたしまして都民からの意見を添

付させていただいております。請願と同様の趣旨の陳情等が26件、都民の声につきま

しては合わせまして73件いただいております。参考資料として付けさせていただきま

した。 

 説明は以上です。 

【委員長】  ただいまの説明に対しまして、何か御質問、御意見はございますか。 

【竹花委員】  この回答はもう行ったものですね。これから行うものですか。 

【指導部長】  これから、今日審議していただいた後、回答するものでございま

す。 

【竹花委員】  分かりました。それでは、このとおり回答していただきたいと私は

思います。 

 もう１点、マスメディアの方もおられますから、１点お話をしておきたいと思うの

ですけれども、この回答にありますように、教科書の採択は東京都教育委員会の責任

と権限において行います。一部のマスメディアの中に、これはマスメディアがそう報
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道したというわけではなくて、そう考えられる方の発言として報道されております

が、今回の議決は教科書の採択について、東京都教育委員会が介入したという表現で

意見を述べておられる方々がおられ、それがそのままマスメディアを通じて流れてお

りますが、介入という言葉は極めて不適切です。元来、他の人に権限があるのに、権

限のない者が物を言っていくというのを介入と言います。教科書の採択については、

今申し上げたように、東京都教育委員会が責任と権限に基づいて決定するものであり

ます。したがって、介入という言葉は全く不適切でありますので、その点をよく踏ま

えた上で報道についても取扱いを願いたい。報道機関の方々には、その旨、要請をい

たします。 

【委員長】  ただいまの質問に対しまして、何か御意見、御質問はございますか。

よろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、報告として承りまし

た。 

 

参 考 日 程 

 

（１）教育委員会定例会の開催 

     ８月２２日（木）午前１０時              教育委員会室 

 

【委員長】  教育政策課長、今後の日程についてお願いします。 

【教育政策課長】  次回定例会は８月22日木曜日、午前10時から教育委員会室で開

催いたします。また、８月第２木曜日の８日は現在のところ議題はございません。 

 以上でございます。 

【委員長】  それでは、ただいまの報告のとおり、８月８日は現在のところ議題が

ございませんので、開催をしないことにしたいと存じますが、よろしゅうございます

か。―〈異議なし〉―それでは、以上で議事が終了いたしました。取材及び

傍聴人の方々は御退室ください。この後、引き続き事務打合せを行いますので、教育

委員の皆様はお残りください。 

（午前11時20分） 


